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埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
許
可
の
申
請
）

第
一
条

埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第

二
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
条
例
第
六
条

の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
様
式
第
一
号
の
雨
水
流
出
増
加
行
為
許
可
申
請

書
（
条
例
第
六
条
の
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
雨
水
流
出
増
加
行
為
協
議
書
）

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
を
要
し
な
い
雨
水
流
出
増
加
行
為
）

第
二
条

条
例
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

下
水
道
（
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

下
水
道
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
に
係
る
行
為

二

河
川
管
理
施
設
（
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
（
同

法
第
百
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
河
川
管
理
施
設
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
に
係
る
行
為

三

高
規
格
堤
防
特
別
区
域
（
河
川
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
規
格
堤
防
特
別
区
域
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
河
川
区
域
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
区
域
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
で
行
う
行
為

四

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
特
定
都
市
河
川
流
域
で
行
う
行
為

五

雨
水
流
出
増
加
行
為
を
す
る
土
地
の
す
べ
て
が
宅
地
等
（
宅
地
、
池
沼
、
水
路
、
た
め
池
、

舗
装
さ
れ
た
土
地
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
等
の
不
浸
透
性
の
材
料
で
覆
わ
れ
た
土
地
を
い
う
。
）

及
び
鉄
道
線
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
土
地
で
行
う
行
為

六

仮
設
の
建
築
物
等
（
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
建
築
そ
の
他

の
土
地
を
一
時
的
な
利
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
行
為
（
当
該
利
用
に
供
さ
れ
た
後
に
当
該

行
為
前
の
土
地
利
用
に
戻
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
な
場
合
に
限
る
。
）

（
許
可
を
要
す
る
雨
水
流
出
増
加
行
為
）

第
三
条

条
例
第
三
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一

都
市
公
園
（
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
都
市
公
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置
に
係
る
行
為

二

道
路
管
理
者
に
よ
る
道
路
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
）
に
接
す
る
自
動
車
駐
車
場
（
以
下
「
自
動
車
駐
車
場
」
と

い
う
。
）
の
設
置
に
係
る
行
為

（
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条

条
例
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
工
事
の
計
画
は
、
計
画
説
明
書
及
び
計
画
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図
に
よ
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
計
画
説
明
書
は
、
同
項
の
工
事
の
計
画
の
方
針
、
行
為
区
域
（
対
策
工
事
に
係
る
雨

水
流
出
抑
制
施
設
の
集
水
区
域
が
行
為
区
域
の
範
囲
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
区
域
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
内
の
土
地
の
現
況
及
び
土
地
利
用
計
画
並
び
に
対
策
工
事
に
係
る
雨
水

流
出
抑
制
施
設
の
計
画
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
計
画
図
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

図
面
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

縮

尺

備

考

現
況
地
形
図

地
形
、
行
為
区
域
の
境
界

二
千
五
百
分

等
高
線
は
、
二
メ
ー
ト
ル
の

並
び
に
土
地
利
用
形
態
及

の
一
以
上

標
高
差
を
示
す
も
の
で
あ
る

び
当
該
土
地
利
用
形
態
ご

こ
と
。

と
の
面
積

土
地
利
用
計

行
為
区
域
の
境
界
並
び
に

二
千
五
百
分

画
図

土
地
利
用
形
態
及
び
当
該

の
一
以
上

土
地
利
用
形
態
ご
と
の
面

積

排
水
施
設
計

排
水
施
設
の
位
置
、
排
水

二
千
五
百
分

画
平
面
図

系
統
、
吐
口
の
位
置
及
び

の
一
以
上

放
流
先
の
名
称

対
策
工
事
の

対
策
工
事
の
計
画
位
置
又

二
千
五
百
分

位
置
図

は
計
画
区
域
及
び
集
水
区

の
一
以
上

域

対
策
工
事
の

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
形

二
千
五
百
分

平
面
図
、
縦
断
面
図
及
び
横

計
画
図

状

の
一
以
上

断
面
図
に
よ
り
示
す
こ
と
。

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
構

五
百
分
の
一

流
入
口
及
び
放
流
口
の
構
造

造
の
詳
細

以
上

を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
許
可
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
五
条

条
例
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の

工
事
の
着
手
予
定
日
及
び
完
了
予
定
日
と
す
る
。

（
許
可
申
請
書
の
添
付
図
書
）

第
六
条

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
図
書
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
と
す
る
。

一

行
為
区
域
位
置
図

二

行
為
区
域
区
域
図

三

対
策
工
事
の
計
画
が
次
条
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
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２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
区
域
位
置
図
は
、
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上
と
し
、
行
為
区
域
の

位
置
を
表
示
し
た
地
形
図
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
区
域
区
域
図
は
、
縮
尺
二
千
五
百
分
の
一
以
上
と
し
、
行
為

区
域
の
区
域
並
び
に
そ
の
区
域
を
明
ら
か
に
表
示
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
都
道

府
県
界
、
市
町
村
界
、
市
町
村
の
区
域
内
の
町
又
は
字
の
境
界
並
び
に
土
地
の
地
番
及
び
形
状

を
表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
の
技
術
的
基
準
）

第
七
条

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

別
表
第
一
に
よ
り
算
定
し
た
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量
以
上
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
を

設
置
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
雨
水
流
出
抑
制
施
設
と
同
等
以
上
の
効
果
が
期
待
で
き
る
も
の
と
し

て
知
事
が
認
め
る
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
八
条

条
例
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
条
例
第
四
条
第
一

項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
工
事
の
着
手
予
定
日
又
は
完
了
予
定
日
の
変
更
と
す
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
九
条

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

変
更
に
係
る
事
項

二

変
更
の
理
由

三

雨
水
流
出
増
加
行
為
の
許
可
の
許
可
番
号

２

条
例
第
七
条
第
二
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
様
式
第
二
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
工
事
完
了
等
の
届
出
）

第
十
条

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
流
出
増
加
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
の
届

出
は
、
様
式
第
三
号
の
雨
水
流
出
増
加
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。

２

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
雨
水
流
出
増
加
行
為
に
関
す
る
工
事
の
廃
止
の
届
出
は
、

様
式
第
四
号
の
雨
水
流
出
増
加
行
為
に
関
す
る
工
事
廃
止
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
告
示
）

第
十
一
条

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
は
、
雨
水
流
出
増
加
行
為
の
許
可
の
許
可

番
号
、
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域
（
建
築
物
等
に
雨
水
流
出
抑
制
施
設

が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
建
築
物
等
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域
）
並
び

に
当
該
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量
を
明
示
し
て
、
埼
玉
県
報
に
登
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
湛
水
想
定
区
域
の
公
表
）

た
ん

第
十
二
条

条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
指
定
の
区
域
及
び
湛
水
し
た
場
合
に

た
ん

想
定
さ
れ
る
水
深
を
表
示
し
た
図
面
を
知
事
の
指
定
す
る
場
所
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す

る
方
法
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
届
出
を
要
し
な
い
盛
土
行
為
）

第
十
三
条

条
例
第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と

す
る
。

一

下
水
道
の
設
置
に
係
る
行
為

二

高
規
格
堤
防
（
河
川
法
第
六
条
第
二
項
で
規
定
す
る
高
規
格
堤
防
を
い
う
。
）
を
除
く
河

川
管
理
施
設
の
設
置
に
係
る
行
為

三

高
規
格
堤
防
特
別
区
域
を
除
く
河
川
区
域
で
行
う
行
為

四

仮
設
の
建
築
物
等
の
建
築
そ
の
他
の
土
地
を
一
時
的
な
利
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
行
為

（
当
該
利
用
に
供
さ
れ
た
後
に
当
該
行
為
前
の
土
地
利
用
に
戻
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
な
場
合

に
限
る
。
）

（
届
出
を
要
す
る
盛
土
行
為
）

第
十
四
条

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す

る
。

一

都
市
公
園
の
設
置
に
係
る
行
為

二

自
動
車
駐
車
場
の
設
置
に
係
る
行
為

三

高
規
格
堤
防
（
高
規
格
堤
防
特
別
区
域
と
し
て
指
定
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
設
置
に
係

る
行
為

（
盛
土
行
為
の
届
出
書
の
提
出
）

第
十
五
条

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
五
号

の
盛
土
行
為
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
工
事
の
計
画
は
、
計
画
説
明
書
及
び
計
画
図

に
よ
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
計
画
説
明
書
は
、
同
項
の
工
事
の
計
画
の
方
針
、
盛
土
行
為
を
す
る
土
地
の
区
域

（
対
策
工
事
に
係
る
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
集
水
区
域
が
当
該
盛
土
行
為
を
す
る
土
地
の
区
域

の
範
囲
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
区
域
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
内
の
土
地
の
現
況
及

び
土
地
利
用
計
画
並
び
に
対
策
工
事
に
係
る
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
計
画
を
記
載
し
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
二
項
の
計
画
図
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

図
面
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

縮

尺

備

考
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現
況
地
形
図

地
形
、
盛
土
行
為
を
す
る

二
千
五
百
分

等
高
線
は
、
二
メ
ー
ト
ル
の

土
地
の
区
域
の
境
界
並
び

の
一
以
上

標
高
差
を
示
す
も
の
で
あ
る

に
土
地
利
用
形
態
及
び
当

こ
と
。

該
土
地
利
用
形
態
ご
と
の

面
積

土
地
利
用
計

盛
土
行
為
を
す
る
土
地
の

二
千
五
百
分

画
図

区
域
の
境
界
並
び
に
土
地

の
一
以
上

利
用
形
態
及
び
当
該
土
地

利
用
形
態
ご
と
の
面
積

排
水
施
設
計

排
水
施
設
の
位
置
、
排
水

二
千
五
百
分

画
平
面
図

系
統
、
吐
口
の
位
置
及
び

の
一
以
上

放
流
先
の
名
称

対
策
工
事
の

対
策
工
事
の
計
画
位
置
又

二
千
五
百
分

位
置
図

は
計
画
区
域
及
び
集
水
区

の
一
以
上

域

対
策
工
事
の

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
形

二
千
五
百
分

平
面
図
、
縦
断
面
図
及
び
横

計
画
図

状

の
一
以
上

断
面
図
に
よ
り
示
す
こ
と
。

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
構

五
百
分
の
一

流
入
口
及
び
放
流
口
の
構
造

造
の
詳
細

以
上

を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
盛
土
行
為
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
十
六
条

条
例
第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三

号
の
工
事
の
着
手
予
定
日
及
び
完
了
予
定
日
と
す
る
。

（
盛
土
行
為
の
届
出
書
の
添
付
図
書
）

第
十
七
条

条
例
第
十
二
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
図
書
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
と
す
る
。

一

盛
土
行
為
を
す
る
土
地
の
区
域
位
置
図

二

盛
土
行
為
を
す
る
土
地
の
区
域
区
域
図

三

対
策
工
事
の
計
画
が
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る

書
類

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
盛
土
行
為
を
す
る
土
地
の
区
域
位
置
図
は
、
縮
尺
五
万
分
の
一
以
上

と
し
、
盛
土
行
為
を
す
る
土
地
の
区
域
の
位
置
を
表
示
し
た
地
形
図
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
盛
土
行
為
を
す
る
土
地
の
区
域
区
域
図
は
、
縮
尺
二
千
五
百
分
の

一
以
上
と
し
、
盛
土
行
為
を
す
る
土
地
の
区
域
の
区
域
並
び
に
そ
の
区
域
を
明
ら
か
に
表
示
す

る
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
都
道
府
県
界
、
市
町
村
界
、
市
町
村
の
区
域
内
の
町
又
は
字
の

境
界
並
び
に
土
地
の
地
番
及
び
形
状
を
表
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
軽
微
な
変
更
）

第
十
八
条

条
例
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
条
例
第
十
二

条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
工
事
の
着
手
予
定
日
又
は
完
了
予
定
日
の
変
更
と
す
る
。

（
盛
土
行
為
の
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条

条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

変
更
に
係
る
事
項

二

変
更
の
理
由

２

条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
届
出
書
の
様
式
は
、
様
式
第
六
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
工
事
完
了
等
の
届
出
）

第
二
十
条

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
盛
土
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
の
届
出
は
、
様
式

第
七
号
の
盛
土
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
盛
土
行
為
に
関
す
る
工
事
の
廃
止
の
届
出
は
、
様
式
第
八
号

の
盛
土
行
為
に
関
す
る
工
事
廃
止
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
盛
土
行
為
の
届
出
の
技
術
的
基
準
）

第
二
十
一
条

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

別
表
第
二
に
よ
り
算
定
し
た
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量
以
上
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
を

設
置
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
規
定
に
よ
る
雨
水
流
出
抑
制
施
設
と
同
等
以
上
の
効
果
が
期
待
で
き
る
も
の
と
し

て
知
事
が
認
め
る
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

（
標
識
の
設
置
）

第
二
十
二
条

条
例
第
十
六
条
の
標
識
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

雨
水
流
出
増
加
行
為
の
許
可
の
許
可
番
号

二

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量
等
及
び
構
造
の
概
要

三

雨
水
流
出
抑
制
施
設
が
有
す
る
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

（
届
出
を
要
し
な
い
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
）

第
二
十
三
条

条
例
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為

と
す
る
。

一

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
維
持
管
理
の
た
め
に
行
う
行
為

二

仮
設
の
建
築
物
等
の
建
築
そ
の
他
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
又
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
を

一
時
的
な
利
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
行
為
（
当
該
利
用
に
供
さ
れ
た
後
に
当
該
雨
水
流
出

抑
制
施
設
の
機
能
が
当
該
行
為
前
の
状
態
に
戻
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
な
場
合
に
限
る
。
）
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（
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
）

第
二
十
四
条

条
例
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と

す
る
。

一

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
雨
水
流
出
抑
制
施
設
が
建
築
物
等
に
設
置
さ

れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
建
築
物
等
の
う
ち
当
該
施
設
に
係
る
部
分
）
に
お
い
て

物
件
を
移
動
の
容
易
で
な
い
程
度
に
堆
積
し
、
又
は
設
置
す
る
行
為

二

雨
水
流
出
抑
制
施
設
を
損
傷
す
る
行
為

三

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
雨
水
の
流
入
口
又
は
流
出
口
の
形
状
を
変
更
す
る
行
為

（
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
届
出
）

第
二
十
五
条

条
例
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
設
計
又
は
施
工
方
法
は
、
計
画
図

に
よ
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
保
全
工
事
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
対
象

と
な
る
雨
水
流
出
抑
制
施
設
が
有
す
る
機
能
を
保
全
す
る
た
め
の
工
事
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
保
全
工
事
の
計
画
図
を
作
成
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

２

前
項
の
計
画
図
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。図

面
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

縮

尺

備

考

雨
水
流
出
抑

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
位

二
千
五
百
分

制
施
設
の
位

置
及
び
集
水
区
域

の
一
以
上

置
図

雨
水
流
出
抑

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
形

二
千
五
百
分

平
面
図
、
縦
断
面
図
及
び
横

制
施
設
の
現

状

の
一
以
上

断
面
図
に
よ
り
示
す
こ
と
。

況
図

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
構

五
百
分
の
一

流
入
口
及
び
放
流
口
の
構
造

造
の
詳
細

以
上

を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

雨
水
流
出
抑

当
該
行
為
に
よ
り
設
置
さ

二
千
五
百
分

平
面
図
、
縦
断
面
図
及
び
横

制
施
設
の
機

れ
る
施
設
の
形
状

の
一
以
上

断
面
図
に
よ
り
示
す
こ
と
。

能
を
阻
害
す

当
該
行
為
に
よ
り
設
置
さ

五
百
分
の
一

る
お
そ
れ
の

れ
る
施
設
の
構
造
の
詳
細

以
上

あ
る
行
為
の

計
画
図

保
全
工
事
の

保
全
工
事
に
係
る
施
設
の

二
千
五
百
分

平
面
図
、
縦
断
面
図
及
び
横

計
画
図

形
状

の
一
以
上

断
面
図
に
よ
り
示
す
こ
と
。

保
全
工
事
に
係
る
施
設
の

五
百
分
の
一

流
入
口
及
び
放
流
口
の
構
造

構
造
の
詳
細

以
上

を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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（
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

行
為
の
完
了
予
定
日
、
当
該
行
為
の
対
象
と
な
る
雨
水
流
出
抑
制
施
設
に
係
る
雨
水
流
出
増
加

行
為
の
許
可
の
許
可
番
号
及
び
当
該
雨
水
流
出
抑
制
施
設
が
有
す
る
機
能
の
保
全
上
支
障
が
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
事
項
並
び
に
保
全
工
事
の
設
計
又
は
施
工
方
法
、
着
手
予
定
日
及
び

完
了
予
定
日
（
保
全
工
事
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

２

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
届
出
書
の
様
式
は
、
様
式
第
九
号
の
と
お
り
と
す
る
。

（
身
分
証
明
書
）

第
二
十
七
条

条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
十
号
の
と
お
り
と
す

る
。

２

条
例
第
二
十
二
条
第
三
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
十
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の
規
定
は
、

同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

条
例
附
則
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
許
可
等
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
、
森
林
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
並
び
に
都
市
計
画

法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
と
す
る
。


